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「
あ
な
た
の
う
つ
す
本
庄
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
写
真
展
」

の
開
催
と
写
真
募
集
の
お
知
ら
せ

「
あ
な
た
の
う
つ
す
本
庄
写
真
展
」

を
開
催
し
ま
す

日
時　

4
月
16
日
㈫
〜
25
日
㈭

　

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

※
4
月
21
日
㈰
は
午
前
中
の
み

場
所　

市
役
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル

来
年
の
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
作
品
を

募
集
し
ま
す

題 

材　

テ
ー
マ
『
ま
つ
り
』　

本

庄
市
を
写
し
た
も
の
で
平
成
25

年
中
に
撮
影
し
た
未
発
表
作
品
。

応 

募
作
品　

四
つ
切
り
プ
リ
ン
ト

程
度
。
裏
面
に
応
募
票
貼
付

応 

募
期
間　

12
月
2
日
㈪
〜
平
成

26
年
2
月
28
日
㈮

応 

募
先　

①
又
は
②
へ
持
参
又
は

郵
送　

①
〒
３
６
７―

８
５
０

１　

本
庄
市
本
庄
３―

５―

３

本
庄
市
役
所
商
工
課
、
②
〒
３

６
７―

０
２
９
８　

本
庄
市
児

玉
町
八
幡
山
３
６
８　

児
玉
総

合
支
所
環
境
産
業
課

審 

査
員　

主
催
者
並
び
に
主
催
者

が
依
頼
し
た
審
査
員

入 

選
作
品　

平
成
26
年
４
月
に
観

光
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
発
表

（
入
選
者
に
は
直
接
通
知
）

写 

真
展　

平
成
26
年
4
月
に
市
役

所
1
階
市
民
ホ
ー
ル
で
開
催

※
詳
し
く
は
本
庄
市
観
光
協
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.

honjo-kanko.jp/

）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

★ 

本
庄
市
観
光
協
会（
商
工
課
内
）

☎
㉕
１
１
７
４

市
の
公
用
封
筒
に
広
告
を
掲
載
し
ま
せ
ん
か

　

市
が
使
用
す
る
公
用
封
筒
に
掲

載
す
る
有
料
広
告
を
次
の
と
お
り

募
集
し
ま
す
。

◎ 

長
形
３
号
公
用
封
筒
（
主
に
市

役
所
の
各
課
か
ら
市
民
、
関
係

機
関
等
へ
の
文
書
送
付
用
）

募 

集
期
間　

４
月
15
日
㈪
ま
で（
必

着
）

広
告
の
規
格
等

①
掲
載
位
置　

封
筒
裏
面

②
募
集
枠
数　

５
枠

③ 

枠
の
大
き
さ　

お
お
む
ね
縦
30

㎜
×
横
85
㎜

④
刷
色　

単
色
（
黒
）

⑤
印
刷
枚
数　

３
０
、
０
０
０
枚

⑥ 

広
告
料　

１
枠
あ
た
り
３
０
、

０
０
０
円

⑦ 

掲
載
期
間　

印
刷
後
、
市
が
使

用
を
終
え
る
ま
で
の
期
間
で
、

６
月
頃
か
ら
４
か
月
程
度

申 

込　

次
の
書
類
を
郵
送
又
は
直

接
企
画
課
（
市
役
所
３
階
）
へ

提
出

① 

有
料
広
告
掲
載
申
込
書
（
企
画

課
で
配
布
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
も

の
）

②
広
告
の
原
稿
（
電
子
デ
ー
タ
）

③ 

納
税
証
明
書
（
申
込
者
が
市
外

の
場
合
）

④ 

申
込
者
の
業
務
内
容
等
が
わ
か

る
書
類
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
）

郵 
送
先　

〒
３
６
７―

８
５
０
１

本
庄
市
本
庄
３―

５―

３

　

本
庄
市
役
所
企
画
課

注
意
事
項

・ 

内
容
に
よ
っ
て
は
掲
載
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

・ 

応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
等
に

よ
り
掲
載
を
決
定
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
「
本
庄
市
有
料
広
告

事
業
取
扱
要
綱
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
企
画
課
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

★
企
画
課
☎
㉕
１
１
５
７

　緑化推進事業の一環として、夏の日射しをやわらげ、部屋を涼しくし、エアコンの節電につながる緑のカー
テンづくりセット（ゴーヤ等の苗・ネット）を市民のみなさんにプレゼントします。
　みなさんのご応募をお待ちしています！

緑のカーテンづくりセットをプレゼント

対象　３５０人（多数の場合抽選）
※１家族１セットまで。
申 込　４月19日㈮までに往復はがきに住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を記入のうえ、下記へ郵送（当日消印
有効）
郵 送先　〒３６７-８５０１　本庄市本庄３―５―３　
　 本庄市役所都市計画課「緑のカーテンプレゼント係」
※結果は、郵送で連絡します。
※配布は５月７日㈫から10日㈮までの予定です。
★都市計画課☎㉕１１３７

昨年の様子
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高齢者とその家族の暮らしを支える制度をお知らせします

　

市
で
は
水
道
料
金
に
関
わ
る
次

の
業
務
を
、
今
ま
で
に
引
き
続
き

４
月
１
日
か
ら
２
年
間
業
者
委
託

し
ま
す
。

請 

負
業
者　

㈱
日
本
ウ
ォ
ー
タ
ー

テ
ッ
ク
ス

委
託
業
務

○
窓
口
・
各
種
問
い
合
わ
せ
業
務

○ 

水
道
使
用
開
始
・
休
止
な
ど
の

各
種
届
出
の
受
付
業
務

○ 

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
等

収
納
業
務

○
加
入
金
・
手
数
料
等
収
納
業
務

○
水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
業
務

○ 

未
納
水
道
料
金
等
の
督
促
・
催

告
関
係
業
務

委 

託
期
間　

４
月
１
日
㈪
〜
平
成

27
年
３
月
31
日
㈫

個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て

　

 

本
庄
市
と
㈱
日
本
ウ
ォ
ー
タ
ー

テ
ッ
ク
ス
は
、
個
人
情
報
取
扱

の
重
要
性
を
十
分
認
識
し
、
保

護
対
策
に
万
全
を
期
し
ま
す
。

※
㈱
日
本
ウ
ォ
ー
タ
ー
テ
ッ
ク
ス

の
従
業
員
は
、
身
分
証
明
書
（
左

図
参
照
）
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

不
審
に
感
じ
た
時
は
身
分
証
明
書

の
提
示
を
求
め
る
か
、
左
記
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

★
水
道
課
☎
㉒
２
１
５
１

　４月から「未熟児養育医療」・
「育成医療」に関する事務の窓
口が本庄保健所から下記へ変
更になりました。
未熟児養育医療窓口
・子育て支援課（市役所２階）
　☎㉕1130
・市民福祉課（総合支所１階）
　☎721331（内線314）
 育成医療窓口
・障害福祉課（市役所１階）
　☎㉕1125
・市民福祉課（総合支所１階）
　☎721331（内線312）
※総合支所は５月７日㈫から
第二庁舎へ移転します。

「未熟児養育医療」・「育成医療」
の申請窓口が変わります

水
道
課
窓
口
・
水
道
料
金
収
納
等
業
務
委
託
に
つ
い
て

事　業　名 対 象 者 の 要 件 事　業　内　容

高齢者入浴料助成事業 世帯員全員が市民税非課税で、自宅に入浴設
備のない65歳以上の人

市の委託公衆浴場（藤の湯）の入浴券を、1か月
当たり５枚発行します。

要介護高齢者訪問理美容
サービス事業

要介護４又は５に認定されている60歳以上
で理美容院へ行くことが困難な在宅生活の人

市の委託業者が自宅を訪問する理美容サービス
の利用券を年間４枚まで発行します。

要介護高齢者ふとん乾燥
等事業

世帯員全員が市民税非課税で、要介護４又は
５に認定されている60歳以上の寝たきり状
態の人

市の委託業者がふとんの乾燥消毒又は丸洗いを
行います。（年２回まで。６、９、12、３月実施。
前月までに申請）

高齢者居宅改善補助事業

次の要件をすべて満たす人
①介護保険の給付対象でない人②市内に1年
以上居住③65歳以上で構成される前年所得
税が非課税の世帯④市税を完納⑤身体上又は
精神上の障害のため日常生活に支障がある人

段差の解消や手すりの取り付け等、改善費の一
部を補助します。（対象経費の１/２で、９万円
が上限）

高齢者住宅リフォーム資
金貸付

次の要件をすべて満たす人
①60歳以上70歳以下②単身又は60歳以上
の人と同居している③市税を完納④高齢者の
居室等を真に必要としている人※市内居住の
連帯保証人が必要です。

高齢者の専用居室等を増改築・改造する又は介
護機器を購入するために必要な資金の貸付けを
行います。
○貸付限度額：100万円（10万円単位）○償還
期間：貸付を受けた日の属する月から起算して、
６か月経過後５年以内に償還

高齢者住宅整備資金融資

次の要件をすべて満たす人
①60歳以上の親族と同居している（同居し
ようとする）②60歳未満③市税を完納④高
齢者の居室等を真に必要としている人
※市内居住の連帯保証人が必要です。

高齢者の専用居室等を増改築・改造するために
必要な資金を融資します。
○融資方法：指定金融機関の融資○貸付限度額：
300万円以内○償還期間：融資を受けた日の属
する月の翌月から起算して10年以内に償還

＊詳しくは、介護いきがい課☎㉕１１２７へ

見 本

㊞㊞


